
 

  
導入促進基本計画   

１ 先端設備等の導入の促進の目標 
（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等   吉岡町の人口は、吉岡村が誕生した昭和３０年（１９５５年）当時は約１万人で、
昭和４０年（１９６５年）頃から増加が続き、平成３年（１９９１年）の町制施行時

には約１万４千人となった。近年では、上毛大橋、吉岡バイパス及び国道１７号前橋

渋川バイパスの開通や駒寄スマートＩＣ（平成３２年度大型車対応化完成予定）の共

用開始などの交通基盤の整備に伴い、大型商業施設の相次ぐ出店や住宅地の開発など

が行われ、平成２７年（２０１５年）の国勢調査による人口は２１，０８０人で、人

口増加率は県内で最も高い６．５％となっている。国立社会保障・人口問題研究所に

よる推計人口は、平成５２年（２０４０年）には２３，７８９人まで増加し、平成５

７年（２０４５年）には２３，５７３人に減少すると見込まれている。  当町の国勢調査による産業別就業人口は、平成７年（１９９５年）は７，７３７人、
産業分類別割合は、第１次産業１１．０％、第２次産業３６．９％、第３次産業５２．

１％となっていたが、平成２７年では、産業別就業人口１０，６２７人、第１次産業

４．１％、第２次産業２６．６％、第３次産業６９．３％となり、第１次及び第２次

産業は減少しているが、第３次産業は増加している。  当町の中小企業者数は、平成１９年（２００７年）には、５０９件であったのに対
し、平成２９年（２０１７年）には、４９９件と、僅かに減少している（商工会員数）。

業種別では、建設業や医療関係は増加しているが、その他の業種は減少傾向にあり、

さらに人手不足や後継者不足等の課題にも直面している。  このような中、町内の中小企業において生産性を向上させることで、人手不足等に
対応した事業基盤を構築するとともに、会社を次の代に引き継いでいくことが求めら

れている。  
（２）目標   生産性向上特別措置法第３７条第１項の規定に基づく導入促進基本計画を策定す
ることで、中小企業における先端設備等の導入を促進する。そのため、当町の先端設

備等導入計画の認定数は、１０件を目標とする。  
（３）労働生産性に関する目標   先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性（導入促進指針に定めるものを



 

いう。）が年平均３％以上向上することを目標とする。  
２ 先端設備等の種類   当町の産業は、多岐に渡る業種が存在するため、本計画において対象とする設備は、
経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第１条第１項に定める先端設備等の

全てとする。  
３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 
（１）対象地域   当町の産業は、多岐に渡る業種が特定の地域に限らず存在するため、本計画の対象
地域は、当町の全域を対象とする。  
（２）対象業種・事業   当町の産業は、多岐に渡る業種が存在するため、本計画の対象業種は、全業種を対
象とする。  
４ 計画期間 
（１）導入促進基本計画の計画期間   導入促進基本計画の計画期間は、国の同意日から３年間とする。  
（２）先端設備等導入計画の計画期間   先端設備等導入計画の計画期間は、３年間、４年間又は５年間とする。  
５ 先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項  
・人員削減を目的とした取組を先端設備等導入計画の認定の対象としない等、雇用の

安定に配慮する。 
・公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについては先端

設備等導入計画の認定の対象としない等、健全な地域経済の発展に配慮する。 
・町税を滞納している者を除く。 


